
県民運動として展開

新しい生活様式の定着

感染拡大の防止と社会経済活動の本格化の両立

県内事業者等

県では、第２波に備え、感染防止対策に取り組みながら、社会経済活動の本格展開を図るため、各業界団体と
連携した感染防止対策を徹底する取組と、各事業者の参加による感染防止対策の「見える化」の取組を、県民運
動として展開する。

県内業界団体

① 県が、業界ごとの「感染防止対策取組宣言書
（例）」を作成し、通知及び県ＨＰ等を通じて
各業界団体に「感染防止対策取組宣言」の実施
を呼びかけ
② 賛同する各業界団体は、県の作成した「感染
防止対策取組宣言書」に、独自の取組を書き加
え、県に提出
③ 県は、業界団体ごとの宣言書を県ＨＰに掲載
し、その取組をＰＲ
④ 各業界団体は、「宣言書」を団体事務所等に
掲出するとともに、各会員等へ普及、支援

① 県が、各事業者に取り組んでいただきたい
基本的な取組項目を設定し、各業界団体及び
県ＨＰ等を通じて周知
② 各事業者は、基本的な取組項目に、各業界
団体のガイドラインや取組宣言等に沿った具
体的な取組を書き加え、「取組宣言書」 と
「ステッカー」を各事業所（店舗）に掲出し、
取組をＰＲ
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